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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2017-2018年度クラブ方針 

 ロータリーを知ろう 

       ～温故知新～    

（嶋田（ひ）例会運営委員） 

本日の会員数２９名 

（出席規定免除会員９名） 

出席会員数２８名 

（出席規定免除会員９名） 

       ９６．５５％ 

6/29    ８８．４６％ 

MU：中元君、上野山（栄）君 

 

 

（中元SAA） 

成川（守）君：初例会はおかげさまで無事に終えました。あ

りがとうございました。本日、委員会活動計画の発表を

よろしくお願い申し上げます。 

橋本君：各委員長様、本日の委員会活動計画の発表、よ

ろしくお願い致します。 

橋爪（誠）君：委員会活動計画を発表させて頂きます。一

年間よろしくお願いいたします。 

酒井君：各委員会の委員長様、本日の発表よろしくお願

いします。 

江川君：各委員長様、活動計画の発表、よろしくお願いい

たします。 

井上君：暑いですね・・・。ボチボチお中元の注文も増えて

きて忙しいです。 

上野山（栄）君：各委員長様、活動の計画よろしくお願いし

ます。 

上野山（捷）君：本日、活動計画の発表をさせて頂きます。 

岩本君：早退させて頂きます。 

松村君：雷注意報がでています。夕立を期待しています。 

嶋田（ひ）君：ずい分暑くなってきました。皆様、お体に気

を付けて下さい。 

嶋田（崇）君：各委員長さん、活動計画の発表宜しくお願

いします。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８３６回例会） 

平成２９年７月１３日(木）  

（成川（守）会長） 

 

（上野山（捷）親睦活動委員長） 

ゲスト：董涛君（米山奨学生） 

 

 

  平成２９年７月２０日 第２８３７回 

・委員会活動計画の発表 ・ 決算・予算審議 

 100％出席優秀者表彰 

・ソング：「四つのテスト」 

  平成２９年７月２７日 第２８３８回 

・外部卓話：岩崎 順子 氏 
「ちょっと思い出してみませんか？日々の中で忘れているものを」 

・ソング：「日も風も星も」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８３６ Nｏ． 

委嘱状授与  

島 海碩 書 

ゲストの紹介 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

米山奨学金授与 

ガバナー事務所から委嘱状が届きましたので、成川

（守）会長より、授与されました。 

 ・地区幹事・研修委員会 上野山英樹君 

 ・雑誌・公共イメージ委員会：脇村重徳君 

 ・社会奉仕委員会：上野山栄作君 

 ・ロータリー財団資金管理小委員会：嶋田崇君 

 ・諮問委員会：成川守彦君（PDG） 

 ７月の米山奨学金が

成川（守）会長より、米

山奨学生の董涛君に

授与されました。 



２ 

 

川口君：初例会出席できずに申し訳ございません。本日

の委員会活動計画発表、宜しくお願い致します。 

中元君：委員会活動計画の発表、よろしくお願いします。 

 

 

（成川（守）会長） 

＜新会員歓迎の言葉＞ 

 先週の初例会は、皆様のご支援ご協力で、無事に、滞

りなく終えることが出来ました。ありがとうございます。 

「盲亀浮木
も う き ふ ぼ く

の譬
たとえ

」いかがでしたか？  

有り難い→ 有り難い→ありがとう なのです。 

そして、人間の誕生は、精子と卵子の受精で、400個の

卵子×1兆7500万の精子＝700兆。700兆の中のたった

一つの出会いが、人の誕生、あなたであり、私なので

す。 

 さて、先週は、時間の関係で、きちんと歓迎の言葉を述

べることが出来ませんでしたので、今日、話したいと思い

ます。 

 皆さまは、入会前のオリエンテーションで、ロータリーに

ついてお聞きしていると思いますが、「ロータリーって、な

んでしょうか？」 

 

この旧いOfficial 

Directory（公 式

名簿）最終頁に

あ る“A  Brief 

History  of  Ro-

tary”の 中 に、

ロータリーの短

い歴史が記載さ

れています。 

そして、この頁の最後に、 

“Rotary clubs everywhere have one basic ideal―the 

“Ideal of Service ”, which is thoughtfulness of and help-

fulness to others.” 

ロータリー・クラブは、全世界で一つの基本的な考え

を持っている。それは、「奉仕の理念」である。それ即ち、

他の人への思いやりと人助けである。・・・と書かれていま

す。 

 ロータリーでいいます「奉仕の理念」というのは、他の人

への思いやりと他の人を助けることです。即ち、「Love 

慈愛」であります。 

マザー･テレサは、「Love is giving」と言いました。

「愛というのは捧げることです。差し出すことです。」「Love 

is giving」・・・と。 

又、２０世紀の偉大な古生物学者であり神学者であっ

たティヤール・ド・シャルダンはこう言っています。  

人生にはただ１つの義務しかない。それは、愛するこ

とを学ぶことだ。 

人生にはただ１つの幸せしかない。それは、愛するこ

とを知ることだ。  

ロータリーの基本に流れているのは、「慈愛」でありま

す。「慈愛」は「ロータリーの心」であります。 

 2017年の国際協議会で、ウィリアム Ｂ. ボイド（ロータ

リー財団管理委員・ＲＩ元会長）は、「ロータリーのバッジを

持っている人は、信頼でき

る。それは、友情、奉仕、

誠実、信頼、利己的でな

いと言うことを意味してい

る。これこそがロータリーの

ユニークさであり、私たち

は力を合わせれば人生

を、世界を変えることがで

きる。」と話し、続けて、 

マザーテレサの話しを引用し、 

「人生で一番大切な価値観は、①見捨てられない事 

②最大の悪は、愛の心と善意が無いこと。これは、人は

どれだけ成功したかでは無く、どれだけ愛の心を持って

いるかで評価される。私たちロータリアンは、人々に関心

を持って、人の為に奉仕をする事が大切である。」・・・と

話しました。 

 日本のロータリーの創始者：米山梅吉氏は、「ロータ

リーの例会は人生の道場」と語っています。「例会は、お

互いが切磋琢磨して、自己研鑚に励む貴重な修練の場

である」ということです。  
Rotary Wisdom という本の中にかかれている “ Why I 

am a Rotarian “ で、アルゼンチンの元RI理事（1977-79）

Jorge H. Aletta de Sylvasさんは次のように述べていま

す。 

 Finally, Rotary is a very special global education cen-

ter. It is a University of life, one in which all participate 

equally as teachers and students. 

 言い換えれば、ロータリーは、非常に大きな、世界的な

教育センターである。それは人生の大学であり、そこに

は、人々は皆、先生として或いは生徒として等しく参加で

きるものである。・・・こう言っています。 

 私は、ロータリーに入会させて頂き、多くの会合に出席

させて頂き、そして多くの素晴らしいロータリアンの皆様と

出会うことが出来ました。私は、「ロータリーは素晴らしい」

と思っています。ロータリーに入っていなかったら、今の

私はなかったと思います。ロータリーは、まさしく私に大き

な影響を与えてくれました。 

 皆様も、このロータリーで、・・「ロータリーの人生大学」

で、多くのことを学んでいただければ幸いです。 

 

 では、本来の会長の時間に移ります。 

 まず、クラブの例会について、話したいと思います。 

 有田RCも、毎週、同じ場所、同じ時間に、例会を開催

しています。このOfficial Directoryに記載されています。 

 これは、上野山英樹会長が購入した2014－15年版で

会長の時間  



すが、C-309頁に、クラブ創立年、会員数、例会開始時

間（開始時間であって、終了時間は書いていません。即

ち、例会時間は統一されていないのであります。日本の

クラブの多くは1時間ですが、外国では、2時間、3時間も

あります。）、それから、例会場、前年度2013－14年度の

会長「中村吉伸」、幹事「中元耕一郎」、事務所の電話番

号が記載されています。・・・これを見れば、世界中のクラ

ブのどの会員でも 出席できるように記載されているので

す。皆様も、これを見て、世界中のクラブに出席できま

す。 

 7.010. クラブ例会の場所 Club Meeting Location （ロー

タリー章典 2017 年 6月版） クラブは、その所在地域内

において例会を開くべきである。各クラブは、自己の権限

で例会場を決定できる。ただし、クラブの各会員は、いず

れも他のロータリークラブの例会に出席する権利がある

ため、クラブは、世界中のクラブのどの会員でも 出席で

きるような場所で例会を開くものと期待されている。 

（2013年10月理事会会合、決定31号） 

 ということから、他のクラブの会員がいつ訪問するか、わ

かりませんので、むやみに例会時間、場所を変更するの

はよくありません。 

 

●例会出席 

各会員は本クラブの例会、あるいは細則により定めら

れている場合は衛星クラブの例会に出席し、本クラブの

奉仕プロジェクトおよびその他の行事や活動に参加する

べきものとする。 

会員は、年度の各半期間において、メークアップを含

むクラブ例会出席率が少なくとも50パーセントに達してい

るか、クラブのプロジェクトおよびその他の行事や活動に

少なくとも12時間参加していなければならない。または、

バランスの取れた割合でその両方を満たしていなければ

ならない。 

会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、そ

の例会時間の少なくとも60パーセントに出席するか、また

は、会合出席中に不意にその場を去らなければならなく

なった場合、その後その行為が妥当であるとクラブ理事

会が認める理由を提示するか、または、次のような方法

で欠席をメークアップしなければならない。 

さらに、年度の各半期間に開かれた、自クラブの例会

総数のうち少なくとも30パーセントに出席、またはクラブ

のプロジェクトおよびその他の行事や活動に参加しなけ

ればならない(Rl理事会によって定義されたガバナー補

佐は、この義務を免除されるものとする)。 

会員が上記の規定通り出席できない場合は、正当か

つ十分な理由があると認めないときは、理事会によって

その会員身分を終結させられることがある。 

 

●メークアップ(Make-up) 

例会の欠席は、標準ロータリークラブ定款に記載され

たさまざまな方法でメークアップできる。 

(a)例会の前後14日間。例会の定例の時の前14日または

後14日以内に、 

(1)他のロータリークラブまたは仮クラブの例会の少なく

とも60パーセントに出席すること。または、 

(2)ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータ

リー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、あるい

は仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、

仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦

活動の例会に出席すること。または 

(3)Rl国際大会、規定審議会、国際協議会、Rl元ならび

に現役員のためのロータリー研究会、Rl元、現なら

びに次期役員のためのロータリー研究会または、

Rl理事会またはRl理事会を代行するRl会長の承認

を得て召集された他の会合、ロータリー合同ゾーン

大会、Rlの委員会会合、ロータリー地区大会、ロー

タリー地区研修・協議会、Rl理事会の指示の下に

開催された地区会合、地区ガバナーの指示の下

に開催された地区委員会、または正式に公表され

たロータリークラブの都市連合会（IM）に出席する

こと、または、 

(4)他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席

の目的をもってそのクラブの例会定刻に定例会場

に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場

所において例会を開いていなかった場合。また

は、 

(5)理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブ

が提唱した地域社会の行事や会合に出席するこ

と。または、 

(6)理事会の会合、または理事会が承認した場合、選

任された奉仕委員会の会合に出席すること。また

は、 

(7)クラブのウェブサイトを通じて、平均30分の参加が

義務づけられた相互参加型の活動に参加するこ

と。 

 このような出席は、欠席した例会のメークアップとして有

効とみなされる。 

 

●出席規定の免除(Excused Absences) 

次のような場合、出席規定の適用は免除されるものと

する。 

(a)理事会の承認する条件と事情による欠席の場合、

理事会は、正当かつ十分な理由による会員の欠

席を認める権限を持つ。このような出席規定の適

用の免除は、最長12カ月間までとする。ただし、健

康上の理由あるいは子どもの誕生、養子縁組ある

いは里親になることにより12カ月間を超えて欠席と

なる場合は、理事会が改めて、当初の12カ月の後

に、さらに一定期間の欠席を認めることができる。 

(b)一つまたは複数のロータリークラプのロータリー歴と

会員の年齢の合計が85年以上であり、一つまたは

複数のクラブで少なくとも20年の会員歴があり、さ

らに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面

をもって、クラプ幹事に通告し、理事会が承認した

場合。 （例）今年度：應地先生 

 

 

 

 

 

３ 

 



 

（橋本幹事） 

１．第1回定例理事会（7/6）の報告 

 ＜報告事項＞ 

 ①クラブ会長エレクト会議報告 

 ②ロータリー・クラブセントラルのリニューアルについて 

 ③第14回韓日会議のお誘い 

＜審議事項＞・・・以下の議案の審議が行われすべての

案件が承認されました。 

 ①クラブ運営方針 

 ②組織図 

 ③委員会活動計画 

 ④年間行事予定 

 ⑤年間プログラム概要 

 ⑥７，８月の例会プログラム 

 ⑦初例会次第 

 ⑧各種お祝い品と直前会長、幹事への記念品 

 ⑨収支予算と期首会費 

 ⑩取引金融機関 

 ⑪緊急連絡網 

 ⑫有田川クリーン作戦 

 ⑬例会昼食担当 

 ⑭ロータリーデイ（米山奨学生イベント） 

 ⑮例会の議事の順序 

 ⑯應地正章会員の出席規定の適用免除申請 

 ⑰「ロータリー行動グループ」と「親睦活動グループ」の

アンケート実施について 

２．本日皆さまに配布している「ロータリアン行動グルー

プ」と「親睦活動グループ」のアンケートへの記入依

頼。今日書いて頂いて提出してください。 

３．地区米山記念奨学委員会より、カウンセラーセミナー

開催のご案内が届いています。 

４．ロータリー米山記念奨学会から、今年度最初の「ハイ

ライトよねやまVol208」が届いています。後ろの白板に

掲示していますのでご覧ください。 

５．米山記念奨学会から６月に刊行された「ロータリー米

山記念奨学会50年のあゆみ」が届いています。米山

記念奨学委員会で購入を検討中。 

６．樫畑ガバナーエレクトから成川会長に「2018‐19年度

地区研修リーダー」の要請があり、成川会長がお引き

受けになりました。 

７．岩出RCから週報が届いています。白板に掲示。 

８．有田経済クラブから「クラブ通信」が届いています。白

板に掲示。 

９．ロータリー情報のハンドブック購入の案内が届いてい

ます。 

１０．有田南RCから「40周年記念誌」が届いています。 

   

 

（應地Ｒ広報委員長） 

＜友誌７月号＞ 

・今年度の友誌の編集目標について 

 新たに「声」を１０月号から始める 

・RI会長メッセージから 

 今後１年間にオンラインツールが大幅に改善され、ロー

タリー財団への補助金申請手続きが簡素化される 

・ガバナーの横顔から 

 各ガバナーの苦手なものが記載されている、なかなか

面白い 

・RIの委員に応募しませんかから 

 条件をクリアする会員がいますから応募してください 

 

 

 

＊R広報委員会（應地委員長） 

 地区のホームページは毎月1日に更新します。有田

ロータリークラブのホームページから見に行くことができ

ます。 

 

＊前年度幹事（橋爪（誠）直前幹事） 

 本日、例会終了後、前年度理事会を開催します。 

 

 

 

 

４ 

 幹事報告  

ロータリー友誌  

委員会活動計画の発表 

委員会報告 

中元SAA            上野山（英） 

                クラブ奉仕委員長 

中村会員組織委員長     脇村情報・研修委員長 

 

 

橋爪（誠） 

例会運営委員長 



 

５ 

閉会・点鐘 （成川(守)会長） 
   上野山（捷）             應地 

  親睦活動委員長       ロータリー広報委員長 

本日発表されました、各委員会の活動計画の

内容につきましては、後日配布します「クラブ概

況」をご覧下さい。 

～卓話のご案内～ 
 

７月２７日（木）の卓話は、 

 岩崎 順子 氏 

 『ちょっと思い出してみませんか？ 日々の中で忘れているものを』 

                   岩崎 順子 氏 プロフィール 

 

■経歴 

和歌山県海南市生まれ/和歌山県立海南高等学校卒業 

京都芸術短期大学（現・京都造形芸術大学）（染織） 

美装きものスクール（現・三宅てる乃アカデミー（京都

市））にて、きものコンサルタント・講師資格修得。 

2001年まで有限会社 こどもふくのティンクル 創業110

年 株式会社 糸幸呉服店を経営 

（財）和歌山県人権啓発センター登録講師、わかやまＮＰＯ

センター「まなび活動サポーター」派遣講師、愛知医科大学

看護学部非常勤講師。 

 

幼い子ども達３人が他界した父親の身体の上に乗り遊んだ体

験を綴った『ガンが病気じゃなくなったとき』（青海社）著

者。 

「いのち・人権・心・子ども・親子・高齢者・生と死・グ

リーフケア・心の病気・震災・戦争」など色々なテーマで、

全国で９００回以上講演。 

 

病院/医療/看護/介護施設/看護学校/幼稚園/保育所/小中学

校/高等学校/大学 

企業職員研修 (病院 JA 銀行 介護施設など多数） 

市民講座/精神障害者家族会/自殺防止の会/虐待防止の会/お

寺/神社/教会など 

 

■著書 

『ガンが病気じゃなくなったとき』（青海社） 

『季刊誌 み・ち mi・chi』 

 
ぜひ、ご出席下さい。 

お楽しみに～☆ 


